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１．はじめに 

 

（１）背景 

近年、我が国の中山間地域においては、少子高齢

化・後継者不足・地域経済の衰退などの悪循環が形成さ

れ、一層過疎化が進展し、各地で地域コミュニティ崩壊

が進んでいる。 
徳島県上勝町も、過疎化が進行する典型的な中山間

地域の町であり、昭和 45 年 4,500 人の人口が現在では

2,000 人にまで大幅に減少し、高齢化率も 48％に達し

た。このため、上勝町では持続可能な地域づくりを目的

として、行政施策として町民の所得増大に根ざした里山

の葉っぱを活用した「彩（いろどり）産業」、国の構造

改革特区を活用した「上勝町まるごとエコツー特区」に

よる農家民泊等の推進などの地域活性化施策を推進して

いる。 
一方、中山間地域に共通した棚田農地の活用として、

平成４年より高知県檮原町にて実施された棚田オーナー

制 1)を始めとした取り組みが、全国的に展開されており、

現在、全国７７ヶ所でオーナー制が実施されている 2)。 
また、当該研究事例の「樫原の棚田」は、全国棚田

オーナー制の取り組み地区として紹介されており、棚田

オーナー制５つの類型のうち、「農業体験・飯米確保

型」として分類されている。 
上勝町には、日本の棚田百選の１つに選定されてい

る「樫原の棚田」を始めとする棚田群が、町内随所に点

在しており、棚田保全に向けた活動を実施しているが、

棚田オーナー制は、樫原地区のみで実施されている。 
この樫原地区の棚田オーナー制実施への発展過程で、 
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上勝町では、平成14年度から平成17年度の４ヶ年に 
渡って「上勝町住宅マスタープラン」3)（以下、「住宅

マスターＰ」と略記）の策定と推進が実施されており、

その中の「集落再生施策」の一環として「集落再生懇談

会」（以下、「くるま座会議」と称す）が開催されてい

る。このくるま座会議の実施により、平成 16 年度には、

樫原の棚田における「棚田耕作体験」を実施し、平成

17 年度からは、樫原の棚田における「棚田オーナー

制」が開始された。 
 

（２）目的 

本研究では、町内外の棚田支援者で構成される

「樫原の棚田村」における「棚田オーナー制」の取

り組みと上勝町における棚田等オーナー制の展開状

況の整理を行う。 

その中で、樫原地区における棚田オーナー制の現

状での課題を抽出し、その解決方策の考察を行うこ

とを目的とする。 

 

２．樫原地区における棚田保全活動の概要 

 

（１）樫原地区における棚田保全活動の経緯 

 上勝町では、樫原の棚田、八重地の棚田、市宇の棚田

など、町内各地区に棚田群が点在しており、それぞれの

棚田耕作者や支援者等により保全活動が行われている。 

 その中でも、樫原の棚田においては、平成8年に「樫

原の棚田を考える会」の発足を始め、平成11年度には、

農水省認定の「日本の棚田百選」の１つとしても選定さ

れるなど、活動が活発な地区である。 

 樫原の棚田では、平成7年頃から、棚田保全への意識

が高まっており、平成16年度から、棚田耕作体験をオ

ーナー制のモデル的取り組みとして実施し、平成17年
度からは、棚田オーナー制が開始された。樫原地区にお

ける活動経過を表-1に示す。 
また、具体的な活動が始まった平成16年度から現在

までの樫原の棚田における活動経緯を図-1に示す。 
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表-1 樫原地区の経過 

年月 概 要 
平成7年9月 第 1 回全国棚田サミット参加（樫原地区から住

民2名） 
平成8年12月 上勝町全域の棚田保全を考える「上勝町棚田を

考える会」の発足 
平成10年3月 樫原地区における「水車小屋」の復元 
平成11年7月 日本の棚田百選に選定される 
平成15年11月 樫原地区住民を主体とする棚田保全組織「樫原

の棚田村」の発足 
平成15年11月 樫原地区地域懇談会の開催（平成 18 年 4 月ま

でに 14 回開催、上勝町住宅マスタープラン推
進事業） 

平成16年4月 「上勝町まるごとエコツー特区」認定 
平成16年4月 「樫原の棚田村」による農業体験開始 
平成17年4月 「樫原の棚田村」による棚田オーナー制の開始
平成17年3月 樫原農家でﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞｰの受け入れ（農作業・

石積み作業・景観調査） 
平成17年6月 重要文化的景観保存調査開始 
平成18年1月 樫原の昔を語る会の開始（11 回開催・平成 19

年6月現在、文化的景観保護推進事業） 

 

       樫原の棚田村活動    樫原の棚田での個別活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）樫原

 樫原地区で

「くるま座会

された上勝町

的景観保存調

実施され、そ

「語る会」と

ーを含む樫原

れている。 

「くるま座会議」および「語る会」の経過と概要を

表-2に示す。 

 

表-2 くるま座会議および語る会の経過と概要 

年度 名称・回数 参加延数 主な議題 
準備会３回 16名 

１回平均 
5名 

集落再生における棚田活用 
組織名と代表者の決定等 
棚田村の行事 等 

H.15年度 

くるま座会議 
２回 

21名 
１回平均 
10名 

集落再生としての農業体験 
体験の取り組みとＰＲ広報 

等 
H.16年度 くるま座会議 

６回 
60名 
１回平均 
10名 

棚田耕作体験の取り組み 
年間スケジュール 
オーナー制への移行 等 

くるま座会議 
５回 

53名 
１回平均 
10名強 

オーナー募集 
年間スケジュール 
上勝ワーキングホリデイと
の連携 
空き家・空き地の活用 等 

H.17年度 

語る会３回 25名 
１回平均 
8名 

昔の樫原についての情報収
集（田圃・生活・習慣・伝
統・家屋など） 

H.18年度 語る会７回 
 

81名 
１回平均 
11名強 

家屋の聞き取り調査 
文化的景観の範囲 
棚田サミット情報・文化的
景観講演会報告 
文化的景観調査の進捗 
オーナー制 
棚田米ブランド 
酒米づくり・復田   等 

合計 ２６回／４年 256名／26回：１回平均9～10名 

棚田耕作体験 平成16年度 

 

平成17年度 

 

平成18年度 

 

平成19年度 

棚田等オーナー制 

Ｉターン
者による 
休耕田の
復田 

 
棚田農家
による 
休耕田の
復田 

 

３．樫原地区棚田オーナー制の特徴 

写

 

棚田等オーナー制 
棚田ブランド米販売 
酒米づくり（試行） 
図 1 樫原の棚田での活動経緯 

地区の棚田保全における検討の場 

は、上勝町の「住宅マスターＰ」における

議」の実施に引き続き、平成18年から実施

教育委員会の所管である「樫原の棚田文化

査」4)（以下、「文化的景観」と略記）が

の一環として「樫原を語る会」（以下、

略記）が発足し、「樫原の棚田村」メンバ

地区全体の農家を対象とした会議が実施さ

 

（１）オーナー制の推移 

平成17年度に樫原地区で始まった棚田オーナー制が、

平成18年度からは、棚田等オーナー制の全町展開とし

て、樫原地区以外の農家にも呼びかけを行い、数軒の農

家の参加により、果樹オーナーも実施された。棚田等オ

ーナー制の取り組み推移を表-3に示す。 
 

表-3 棚田等オーナー制の取り組み推移 

項目 H.17年度 H.18年度 H.19年度 
棚田オーナー 13グループ 14グループ 12グループ 
畑オーナー 5グループ 1グループ 2グループ 
果樹オーナー －  8グループ  6グループ 
オーナー費用 棚田：５０，０００円／年・グループ 

畑：２０，０００円／年・グループ 
果樹：7､000～10,000円／年・グループ 

主な内容 棚田とお見合い（田圃決定）・田起こし・田植
え・草取り・稲刈り・収穫祭・交流会・体験活
動など 
その他日常作業は各農家と相談して実施 

受入農家数 樫原６戸 樫原６戸 
その他２戸 

樫原７戸 
その他３戸 

主催 樫原の棚田村 － － 
事務局 上勝自然体験

学習研究会 
上勝自然体験
学習研究会 

ＮＰＯ法人 
郷の元気 

後援 上勝町 － － 

真 1 みんなで収穫祭を祝う！ 

 

（２）組織・参加農家 

 樫原地区から始まった棚田等オーナー制は、平成15年

に組織化された「樫原の棚田村」により、平成16年度の
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棚田耕作体験の実施を経て、平成17年度より本格的に実

施された。 

 平成17年度当初は、樫原地区全15戸中６戸の受け入れ

農家により始まったが、平成19年度には、樫原地区７戸

の農家とそれ以外の町内地区から３戸の農家が果樹オー

ナー受け入れとして参画し、上勝町内10戸の農家による

オーナー受け入れが実施されている。 

 樫原地区において追加された１戸の農家では、オーナ

ー受け入れ以外にも、独自で休耕田の借り上げにより復

田を試みるなど、積極的な棚田保全活動を行っている。 

この１戸の人材確保にあたっては、文化的景観にお

ける「語る会」の開催がきっかけとなっている。 

また、この１戸の人材が、団塊の世代であり、樫原

の棚田村では若い人材であることも今後の棚田保全活動

への期待は大きい。 

 

（３）オーナー参加者の推移 

 平成 16 年度に実施された棚田耕作体験と、平成

17 年度から始まった棚田等オーナー制のオーナー参

加者が、徐々に変化しつつある。平成 16 年度の棚田

耕作体験と平成 17 年度のオーナー制では、町内を始

め県内からの参加者であったが、平成 18 年度以降は、

四国・関西圏・関東圏の都市部からの参加者が増え

てきている。これは、樫原の棚田が日本の棚田百選

に選定されていることのほかに、上勝町の「いろど

り産業」「ゼロウエイスト活動」などが、全国的な

話題としてマスコミ等に取り上げられる機会が増え

たことにも起因しているものと思われる。 

しかし、一方では参加者の減少が見られ、これは

県内参加者の家庭的事情により継続困難になったこ

と等に加えて、ＰＲ広報の遅れにも起因している。 

棚田等オーナーの推移を表-4に示す。 

 

表-4 棚田等オーナーの推移 

 H.16 H.17 H.18 H.19 
グループ合計数 14 13 14 12 
町内グループ  2 2 2 － 
町外の県内グループ 12 11 8 8 
四国グループ － － 2 1 
関西圏グループ － － 2 1 
関東圏グループ － － － 2 

棚
田 

参加登録者数 78 78 66 68 
グループ合計数 － 5 1 2 
町外の県内グループ － 5 1 2 畑 
参加登録者数 － 16 5 5 
グループ合計数 － － 8 6 
町内グループ － － 3 2 
町外の県内グループ － － 4 3 
関西圏グループ － － 1 1 

果
樹 

参加登録者数 － － 16 15 
参加登録者数合計 78 86 84 74 

 

（４）オーナー制の仕組み 

 樫原の棚田オーナー制の実施にあたって、仕組み

の検討を行った。この仕組みの特徴は、受け入れを

２段階方式としている。これは、農地提供者と受け

入れ農家を分けて設定しており、農地はあるものの

高齢等によりオーナー受け入れができない農家でも

農地のみの提供ができるものとし、農地がない農業

従事者や団塊の世代など一定の農業知識を有し、農

業に従事したいが農地がないといった場合において

も、農地提供者の農地を活用してオーナー受け入れ

を行い、対価が支払われるといったものである。 

棚田オーナー制の仕組みを図-2に示す。 
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図 2 棚田オーナー制の仕組み 

 

（５）定住促進効果 

 上勝町では、平成15年度から実施した集落再生懇談会

に、樫原地区と同時に名乗りを上げた中津賀地区におい

て、ワーキングホリデイ手法を用いた集落の環境整備や

農作業が実施されている5)。こちらも棚田等オーナー制

と同様に、全町展開をしており、樫原地区においてもワ

ーキングホリデイ手法を用いた農作業や石積み作業を実

施している6)。このワーキングホリデイと棚田オーナー

制への関わりにより、僅かではあるが、上勝町への定住

者が出現している。しかし、樫原の棚田の魅力に惹かれ

て定住しているものの、樫原地区においては、定住者受

け入れ準備が未整備のため、樫原以外の町内での居住を

余儀なくされているというのが現状である。 

棚田オーナー制とワーキングホリデイの連携による

定住状況を表-5に示す。 
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写真 2 ワーキングホリデイで石積み



表-5 オーナー制とワーキングホリデイの連携による定住状況 

 年代 性別 
ワーキングホリ
デイ参加地区 

棚田等との関わりと居住

Ａ氏 30代 女性 中津賀地区 
棚田オーナー・町内の空き
家を改修して居住 

Ｂ氏 50代 男性 樫原地区 
樫原と同じ大字の空き家を
改修して居住 

Ｃ氏 30代 男性 樫原地区 
樫原の休耕田を復田・町内
の空き家に居住 

Ｄ氏 30代 男性 中津賀地区 
棚田および果樹オーナー・
町内の町営住宅に居住 

 

４．棚田オーナー制の考察と今後の課題 

 樫原地区における棚田オーナー制において、「人とそ

の連携」、「場の設定と事業連携」、「活動の連携」の

３つの視点から考察を行った。 

 

（１）人とその連携 

 「人とその連携」としては、①「樫原の棚田村」組織

の代表となる人材が樫原に存在していたこと、②その人

材の志に賛同できる人が周辺に存在していたこと、③そ

の志を支援する行政、④地域計画専門家が町に存在して

いたこと、⑤ＰＲ広報協力への地元マスコミ関係者の支

援があったこと、⑥棚田耕作への希望を持ったオーナー

参加者の存在があったことが挙げられる。そして、それ

らが、個別に活動を行ったのではなく、連携して活動を

行ったことにより、棚田オーナー制が実現した。 

しかし、活動の継続のためには、人の連携を更に強

化する必要がある。そのためには、樫原の棚田農家15戸

全体に、棚田オーナー制の仕組みへの理解を求め、受け

入れ農家軒数の増加や後継者づくりへの検討を重ねると

共に、オーナー参加者の増加を目指したＰＲ広報の充実

を図る必要がある。また、組織としての強化が必要で、

特に、事務局における人の機能強化を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 「人」の存在とその「連携」 

 

（２）場の設定と事業連携 

 「場の設定と事業連携」では、「棚田オーナー制」の

活動に向けての話し合いの場が、①「住宅マスターＰ」

策定により、町の行政施策として位置づけられた推進事

業の中で実施できたこと、また住宅マスターＰ推進後に

おいても、②「文化的景観」が引き続き樫原地区で実施

されたことにより「継続した話し合いの場」が設定され

たことが挙げられる。これらの事業連携により、行政お

よび地域計画専門家が関与した「話し合いの場」が確保

できたことは、樫原の棚田オーナー制の仕組み検討や活

動内容等を詳細に決定する役割を担ったといえる。 

 しかし、今後、事業終了後には、話し合いの場の設定

が困難になるのは必須であり、場の設定を継続するため

には、事務局の経済的自立に根ざした行政支援や棚田オ

ーナー制の事業化等の検討が必要である。また、それら

を実施するためには、町内外からの事業支援や様々な連

携を考慮した計画や活動が必要となる。 

 

【話し合いの場の設定】       【町の事業】 

 

 

 

 

 

図 4 「場の設定」と「事業連携」 

 

（３）活動の連携 

 住宅マスターＰにおいて「集落再生懇談会」を実施し

た中津賀地区において誕生した「ワーキングホリデイ」

手法による環境整備は、棚田オーナー制と同様に、全町

的な取り組みとなっている。この取り組みは、棚田オー

ナー制と共に、上勝町内の「活動の連携」として、樫原

地区においても棚田オーナーへの参加や畦の修復など環

境整備等を通して、上勝町の定住効果にも寄与している。 

 今後は、これらの町内活動との連携を更に強化し、ま

た、町外との活動連携も視野に入れた活動として、有効

なＰＲ広報の充実を図る必要がある。 

 

５．おわりに 

 

 本研究では、平成16年度から実施されている樫原の棚

田における活動経過や取り組みを整理し、棚田オーナー

制の考察を行った。後継者不足や事務局機能の強化など

の課題はあるが、樫原の棚田では、オーナー制に加えて、

棚田ブランド米の販売、酒米づくりなど、棚田保全に向

けた活動の幅が広がりつつある。今後も地道な活動継続

に期待し、引き続き研究・考察を行う予定である。 
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